
 

 

店頭外国為替証拠金取引説明書(法人) 新旧対照表 

 

平成 31年 4月 13日 

下線部を変更 

新 旧 

１－２． 店頭外国為替証拠金取引における主なリスク 

（９）指値注文リスク 

ＦＸブロードネットでの指値注文は、相場状況が急変

した場合・土曜日の終値と月曜日の始値が乖離してい

る場合（週またぎ）・メンテナンス（ルール 25 サービ

ス停止（メンテナンス）時間参照）の開始前の価格と

終了後の価格が乖離している場合（臨時メンテナンス

を含む）には、原則的に指定したレートで約定するた

め、約定時点の提示レートより不利なレートで約定す

る場合があります。 

 

２－１． ＦＸブロードネット取引ルール 

ルール 21 トラッキングトレード 

トラッキングトレードは、設定された条件にしたがっ

て複数の新規注文と決済注文が繰り返し発注される

取引方法です。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

  

（１）相場が設定した値幅の範囲内で動く場合は、利

益確定の決済約定と繰り返しの新規注文の発注が継

続します。 

相場が利益方向に変動し、決済約定によってポジショ

ンがゼロとなった場合は、決済約定と同時に新規注文

が発注されます。 

また、損失方向へ設定した値幅の範囲を超えて推移し

た場合、損決済の約定と同時に新規注文が発注されま

す。 

 

 

 

１－２． 店頭外国為替証拠金取引における主なリスク 

（９）指値注文リスク 

ＦＸブロードネットでの指値注文は、注文した価格で

約定します。したがって、約定した価格は、約定時点

の提示レートより不利なレートになる場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

２－１． ＦＸブロードネット取引ルール 

ルール 21 トラッキングトレード 

トラッキングトレードは、設定された条件にしたがっ

て複数の注文（新規注文と決済 OCO 注文）が繰り返

し発注される取引方法です。 

 

（１）トラッキングトレード登録時には、クイック

OCO 注文（新規注文＝クイックトレード、決済注文

＝OCO 注文）が発注されますが、それ以降の設定さ

れた値幅の範囲内で段階的に発注される複数の注文

は IFDO 注文（新規注文＝指値注文、決済注文＝OCO

注文）となります。 

  

（２）相場が設定した値幅の範囲内で動く場合は、利

益確定の決済約定と繰り返しの新規注文の発注が継

続します。 

相場が設定した値幅を利益方向に値幅の範囲を超え

て推移した場合、建玉がゼロとなる決済約定と同時に

クイック OCO 注文が発注され、そのレートから最も

離れた指値注文が取り消されます。 

（ただし、為替相場の急変時や休日やメンテナンス時

間などを挟み価格が乖離した場合、新規のクイック

OCO 注文を基準とした新たなトラッキングトレード

となり、乖離した指値注文はすべて取り消されます。） 

相場が設定した値幅を損失方向に値幅の範囲を超え



 

 

 

 

 

（２）為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間な

どを挟み価格が乖離した場合、利益方向への乖離で

は、ポジションがゼロとなる利食い決済の約定レート

と新規注文の約定レートが乖離することがあります。

損失方向への乖離では、新規注文と損切り決済注文

が、相場急変直後や休日明けやメンテナンス明けの価

格で同時に約定することにより、少なくともスプレッ

ド分の損失が発生することがあります。 

 

 

（３）トラッキングトレードで約定したポジションを

トラッキングトレードに依らずに決済した場合、ま

た、新規注文可能額が不足したことにより新規注文が

成立しなかった場合は、その時点で当該トラッキング

トレードの設定は停止されます。 

 

（４）トラッキングトレードの設定を停止すると、当

該トラッキングトレードの約定済みのポジションに

かかる決済注文は発注されません。 

 

 

（５）トラッキングトレードでは、新規手数料と決済

手数料の取引手数料が発生します。取引手数料は、新

規注文約定時毎（繰り返される注文を含む）に新規手

数料と決済手数料を合わせてお客様の口座資産から

徴収させて頂きます。 

 

（６）トラッキングトレードで約定したポジションは

通常のポジションと同様に、計算上の損失が一定の水

準を超えた場合のロスカットルールや、証拠金判定に

よる強制決済の対象となります。また、ロスカットや

強制決済が執行されると全てのトラッキングトレー

ドの設定は停止されます。 

 

※以上の説明はすべてトラッキングトレードによっ

て発注される注文とポジションのみを対象とします。 

※トラッキングトレードにおける注文には、許容スリ

ップの機能はございません。 

て推移した場合、損決済の約定と同時にクイック

OCO 注文が発注されます。 

 

（３）為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間な

どを挟み価格が乖離した場合、利益方向への乖離で

は、建玉がゼロとなる指値決済の約定レートと新規ク

イック OCO 注文の約定レートが乖離することがあり

ます。 

損失方向への乖離では、新規クイック注文と逆指値の

損決済注文が、相場急変直後や休日明けやメンテナン

ス明けの価格で同時に約定することにより、少なくと

もスプレッド分の損失が発生することがあります。 

 

（４）トラッキングトレードで約定した建玉をトラッ

キングトレードに依らずに決済した場合、また新規注

文可能額が不足したことにより新規注文が成立しな

かった場合は、その時点で当該トラッキングトレード

は削除されます。 

 

（５）トラッキングトレードを削除すると、当該トラ

ッキングトレードの注文中の IFDO 注文は取消され

ますが、トラッキングトレードにて約定済みの建玉に

かかる決済 OCO 注文は取消されません。 

 

（６）トラッキングトレードで新規約定した取引に

は、新規手数料と決済手数料の取引手数料が発生しま

す。取引手数料は新規注文約定毎（繰り返される注文

も含みます）に新規手数料と決済手数料を合わせてお

客様の証拠金から徴収させて頂きます。 

 

（７）トラッキングトレードで約定した建玉は通常の

建玉と同様に、計算上の損失が一定の水準を超えた場

合のロスカットルールや、証拠金判定による強制決済

の対象となります。また、ロスカットや強制決済が執

行されると全てのトラッキングトレードは取り消さ

れます。 

 

※以上の説明はすべてトラッキングトレードによっ

て発注される注文と建玉のみを対象とします。 

※トラッキングトレードにおけるクイックトレード

は、許容スリップを超えて約定する場合があります。 



 

 

※トラッキングトレードにおける新規および決済注

文は、ターゲットレート以下（買の場合）、またはタ

ーゲットレート以上（売の場合）となった時点で、タ

ーゲットレートで約定が行われます。（指値注文と異

なり、スリップする可能性があります。）その為、約

定時点の配信レートと比べ、不利な約定となり、お客

様に損失が発生する場合があります。 

※トラッキングトレードにおける決済注文（損切）は、

レートが上がった際に入るターゲット（買）注文、ま

たはレートが下がった際に入るターゲット（売）注文

は、ターゲットレート以上（買の場合）、またはター

ゲットレート以下（売の場合）となった時点の配信レ

ートで約定が行われます。 

※トラッキングトレードで設定する対象資産は注文

の条件を算出する為のものであり、お客様の損失を限

定するものではありません。 

 

ルール 27 情報セキュリティロック 

当社では、投資家保護の観点からログインパスワード

を一定回数以上誤って入力した場合、自動的にロック

がかかり、ログインができなくなります。ロックを解

除するには、登録メールアドレスから解除作業をして

いただく必要があります。このロックによって生じる

お客様の不利益に関して当社は一切責任を負いませ

ん。ログインパスワードおよび登録メールアドレスの

管理には十分ご注意ください。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

※トラッキングトレードで設定する対象資産は注文

の条件を算出する為のものであり、お客様の損失を限

定するものではありません。 

 

（新設） 

 

 


